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国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
方
法
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
 

健
康
で
い
き
い
き
と
し
た
生
活
を
守
る
た
め
の
医
療
費
に
あ
て
る
大
切
な
財

源
の
国
民
健
康
保
険
税
。
今
年
度
か
ら
課
税
方
法
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。
 

医療給付費分 
後期高 
齢者支 
援金分 

介護納付金分 
４０歳から６４歳まで 

（表1） （表2） （表3） 
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国
民
健
康
保
険
税
の
決
ま
り
か
た
 

国
民
健
康
保
険
税
の
計
算
方
法
と
変
更
点
 

　
国
民
健
康
保
険
は
、病
気
や
け
が
を
し
た

と
き
に
誰
も
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
、加
入
者
全
員
で
国
民
健
康
保

険
税
を
出
し
合
い
、お
互
い
に
助
け
合
う
市

が
運
営
す
る
医
療
保
険
で
す
。
 

   　
国
民
健
康
保
険
税
は
、医
療
給
付
費
分
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
と
４０
歳
か
ら
６４
歳

ま
で
の
か
た
を
対
象
と
す
る
介
護
納
付
金
分

の
３
つ
を
合
わ
せ
て
、世
帯
ご
と
に
課
税
し
て

い
ま
す
。 

   　
こ
れ
ま
で
、川
口
市
と
旧
鳩
ヶ
谷
市
で
は
、医
療

給
付
費
分
を
次
の
４
つ
の
合
算
額
で
課
税
し
て
い

ま
し
た
。 

所
得
割
額
…
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
算
定
 

資
産
割
額
…
固
定
資
産
税
額
に
応
じ
て
算
定
 

平
等
割
額
…
１
世
帯
当
た
り
に
対
し
て
算
定
 

均
等
割
額
…
加
入
者
１
人
当
た
り
に
対
し
て
算
定
 

　
平
成
24
年
度
か
ら
は
、医
療
給
付
費
分
の
資
産

割
額
と
平
等
割
額
を
廃
止
し
、賦
課
方
式
を
所
得

割
額
と
均
等
割
額
の
２
方
式
に
し
ま
す
。 

◆
資
産
割
額
と
平
等
割
額
の
廃
止
理
由
　
 

      　
こ
れ
に
伴
い
、所
得
割
額
の
税
率
改
定
と
均
等

割
額
の
税
額
改
定
を
行
い
、あ
わ
せ
て
国
保
事
業

の
財
政
状
況
が
厳
し
い
こ
と
か
ら
医
療
給
付
費
分

（
表
１
）、後
期
高
齢
者
支
援
金
分（
表
２
）、介
護

納
付
金
分（
表
３
）の
賦
課
限
度
額
の
改
定
を
行
い

ま
す
。 

　
ま
た
、低
所
得
者
へ
の
負
担
増
を
最
小
限
に
抑

え
る
た
め
に
、所
得
に
応
じ
た
軽
減
割
合（
表
４
）の

拡
充
を
図
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

1　賦課方式と限度額の見直し 
【医療給付費分】（表1） 

【後期高齢者支援金分】（表2） 
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均
等
割
額
 

所
得
割
額
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均
等
割
額
 

所
得
割
額
 

＋ ＋ 
平
等
割
額
 

均
等
割
額
 

＋ 
資
産
割
額
 

所
得
割
額
 

・
国
保
事
業
の
広
域
化
を
進
め
て
い
る
埼
玉
県
が
２
方
式（
所

得
割
額
・
均
等
割
額
）に
よ
る
賦
課
方
式
を
推
奨
し
て
い

る
こ
と
 

・
資
産
割
額
の
対
象
と
な
る
資
産
の
多
く
が
居
住
用
資
産

で
あ
る
こ
と
。
 

・
平
等
割
額
の
１
世
帯
当
た
り
の
平
均
加
入
者
が
２
人
未

満
と
な
っ
て
い
る
こ
と
 

国民健康保険税 

所 得 割 額  

資 産 割 額  

均 等 割 額  

平 等 割 額  

限　度　額 

限　度　額 

７．４５％ 

廃止 

２８，０００円 

廃止 

５１万円 

１４万円 

前年の総所得金額から基礎控
除額33万円を差し引いた額の 

市内の土地・家屋にかかる固
定資産税額の 

内　容 平成２３年度 平成２４年度 

加入者１人について 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

６．５％ 

６．６％ 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

４０％ 

同上 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

１３，０００円 

１２，０００円 

所 得 割 額  

均 等 割 額  

２.５％ 

９，０００円 

前年の総所得金額から基礎控
除額33万円を差し引いた額の 

内　容 平成２３年度 平成２４年度 

加入者１人について 

後期高齢者支援金分の上限額 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

２．５％ 

１.７％ 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

９，０００円 

８，０００円 

１３万円 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

２２，０００円 

２０，０００円 

５０万円 

１世帯について 

医療給付費分の上限額 
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均等割額 ＝ 所得割額 ＋ 

※
擬
制
世
帯
と
は
 

　
国
保
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
で
、そ
の
世
帯

主
が
国
保
以
外
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

世
帯
を
い
い
ま
す
。 

   　
１
年
以
上
納
税
が
な
い
な
ど
滞
納
が
累
積
し

た
と
き
は
、税
負
担
の
公
平
性
確
保
の
た
め
、事

前
に
連
絡
せ
ず
に
不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
の
差

押
え（
滞
納
処
分
）を
行
い
ま
す
。さ
ら
に
、「
被

保
険
者
証
」の
代
わ
り
に
、医
療
機
関
な
ど
で
の

自
己
負
担
が
全
額
と
な
る「
資
格
証
明
書
」を

交
付
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。こ
う
い
っ
た
こ
と

が
な
い
よ
う
に
、保
険
税
は
納
期
限
ま
で
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。ま
た
、病
気
や
事
故
、失
業
な
ど

に
よ
り
納
税
が
困
難
な
と
き
は
、必
ず
国
民
健

康
保
険
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

   　
国
民
健
康
保
険
で
は
、健
康
長
寿
実
現
の
た

め
人
間
ド
ッ
ク
や
歯
科
ド
ッ
ク
に
対
す
る
助
成
を

し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、生
活
習
慣
病
の
早
期
発

見
と
重
症
化
を
防
止
す
る
た
め
特
定
健
康
診

査
や
特
定
保
健
指
導
を
推
進
す
る
ほ
か
、医
療

費
の
適
正
化
の
た
め
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利

用
を
推
進
し
て
い
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
…
国
民
健
康
保
険
課
 

蘂
０４８（
２５８
）１
１
１
０
 

薨
０４８（
２５２
）４
４
７
１
 

【介護納付金分】（表3） 

蛔 
2　国保税の軽減（表4） 
　次のいずれかに該当する場合は、均等割額（平成２３年度までは平等割額を含む）に軽減割合を乗じて得た額
を合計保険税額から差し引きます。 

平成２４・２５年度 後期高齢者医療保険料率が改定されます 
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、被
保
険

者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る「
均
等
割
額
」

と
所
得
に
応
じ
た「
所
得
割
額
」を
合
計

し
て
、個
人
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。 

　
均
等
割
額
と
所
得
割
率
は
、埼
玉
県
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
運
営
主
体
で
あ

る「
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」

に
よ
り
２
年
ご
と
に
決
め
ら
れ
ま
す
。 

※
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
は
年
５５
万
円
で

す
。 

※
平
成
２４
年
度
の
個
人
ご
と
の
保
険
料
は
、

７
月
に
通
知
し
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
…
高
齢
者
保
険
事
業
室
 

蘂
０４８（
２５９
）７
６
５
３
 

薨
０４８（
２５８
）０
６
７
０
 

保険料（年額） 

平成24・25年度は均等割額41，860円 
所得割率8.25%となります。 

均等割額 

所得割率 

平成２４・２５年度 平成２２・２３年度 平成２０・２１年度 

４１，８６０円 

８．２５％ 

４０，３００円 

７．７５％ 

４２，５３０円 

７．９６％ 

限　度　額 １２万円 

所 得 割 額  

均 等 割 額  

１.３％ 

１３，０００円 

前年の総所得金額から基礎控
除額33万円を差し引いた額の 

内　容 平成２３年度 平成２４年度 

加入者１人について 

介護納付金分の上限額 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

１.３％ 

１.１％ 

川口市 

旧鳩ヶ谷市 

１３，０００円 

１０，０００円 

１０万円 

5人世帯以上 

軽 減 割 合  

1 人 世 帯  
2 人 世 帯  
3 人 世 帯  
4 人 世 帯  

３３万円以下 
軈 
軈 
軈 

6割　蚰　7割 4割　蚰　5割 2割（新設） 

軈 

５７.５万円以下 
８２万円以下 

１０６.５万円以下 

合計所得が（３３万円＋世帯主を 
除く加入者数×２４．５万円）以下 

６８万円以下 
１０３万円以下 
１３８万円以下 
１７３万円以下 

合計所得が（３３万円＋加入者 
数×３５万円）以下 

擬制世帯以外（※） 軽　減　判　定　基　準　所　得 

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
 

国
保
の
助
成
事
業
 


